
徳 島 県 消 費 者 の 利 益 の 擁 護 及 び 増 進 の た め の 基 本 政 策 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 消 費 者 の 利 益 の 擁 護 及 び 増 進 の た め の 基 本 政 策 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中
「 第 六 章 徳 島 県 消 費 生 活 審 議 会 （ 第 四 十 二 条 ― 第 四 十 七 条 ）

第 七 章 雑 則 （ 第 四 十 八 条 ― 第 五 十 三 条 ）

第 八 章 罰 則 （ 第 五 十 四 条 ― 第 五 十 六 条 ） 」
を

「 第 六 章 徳 島 県 消 費 者 情 報 セ ン タ ー （ 第 四 十 二 条 ― 第 四 十 六 条 ）

第 七 章 徳 島 県 消 費 生 活 審 議 会 （ 第 四 十 七 条 ― 第 五 十 二 条 ）

第 八 章 雑 則 （ 第 五 十 三 条 ― 第 五 十 八 条 ）

第 九 章 罰 則 （ 第 五 十 九 条 ― 第 六 十 一 条 ） 」
に 改 め る 。

第 二 十 七 条 の 二 第 一 項 第 一 号 中 「 第 五 十 二 条 第 一 号 」 を 「 第 五 十 七 条 第 一 号 」 に 改 め る 。

第 五 十 六 条 を 第 六 十 一 条 と す る 。

第 五 十 五 条 中 「 第 五 十 条 第 一 項 」 を 「 第 五 十 五 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 六 十 条 と す る 。

第 五 十 四 条 を 第 五 十 九 条 と す る 。

第 八 章 を 第 九 章 と す る 。

第 七 章 中 第 五 十 三 条 を 第 五 十 八 条 と す る 。

第 五 十 二 条 第 三 号 及 び 第 四 号 中 「 第 五 十 条 第 一 項 」 を 「 第 五 十 五 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 五 十 七 条 と す る 。

第 五 十 一 条 を 第 五 十 六 条 と し 、 第 四 十 八 条 か ら 第 五 十 条 ま で を 五 条 ず つ 繰 り 下 げ る 。

第 七 章 を 第 八 章 と す る 。

第 六 章 中 第 四 十 七 条 を 第 五 十 二 条 と し 、 第 四 十 二 条 か ら 第 四 十 六 条 ま で を 五 条 ず つ 繰 り 下 げ る 。

第 二 十 八 号
徳 島 県 消 費 者 の 利 益 の 擁 護 及 び 増 進 の た め の 基 本 政 策 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 消 費 者 の 利 益 の 擁 護 及 び 増 進 の た め の 基 本 政 策 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 二 十 八 号 徳 島 県 消 費 者 の 利 益 の 擁 護 及 び 増 進 の た め の 基 本 政 策 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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第 六 章 を 第 七 章 と し 、 第 五 章 の 次 に 次 の 一 章 を 加 え る 。

第 六 章 徳 島 県 消 費 者 情 報 セ ン タ ー

（ 設 置 ）

第 四 十 二 条 消 費 者 安 全 法 （ 平 成 二 十 一 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 消 費 者 の 権 利 の 実 現 の 確 保 及 び そ の 自 立 の 支 援 を 図 る た め 、 徳 島 県 消

費 者 情 報 セ ン タ ー （ 以 下 「 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） を 徳 島 市 徳 島 町 に 設 置 す る 。

（ 業 務 ）

第 四 十 三 条 セ ン タ ー は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 業 務 を 行 う 。

一 消 費 者 安 全 法 第 八 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 務 を 行 う こ と 。

二 消 費 者 教 育 （ 消 費 者 教 育 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 六 十 一 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 消 費 者 教 育 を い う 。 ） に 関 す る こ と 。

三 そ の 他 セ ン タ ー の 設 置 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業 を 実 施 す る こ と 。

（ 職 員 ）

第 四 十 四 条 セ ン タ ー に 、 所 長 そ の 他 必 要 な 職 員 を 置 く 。

（ 情 報 の 適 正 管 理 ）

第 四 十 五 条 知 事 は 、 第 四 十 三 条 各 号 に 掲 げ る 業 務 の 実 施 に よ り 得 ら れ た 情 報 （ 徳 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 三 号 ） 第 十 条 第 二 項 の

規 定 に よ り 措 置 が 講 じ ら れ て い る も の を 除 く 。 ） の 漏 え い 、 滅 失 又 は 毀 損 の 防 止 そ の 他 の 当 該 情 報 の 適 正 な 管 理 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

（ 補 則 ）

第 四 十 六 条 こ の 章 に 定 め る も の の ほ か 、 セ ン タ ー の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

消 費 者 安 全 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 徳 島 県 消 費 者 情 報 セ ン タ ー の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 事 項 等 に つ い て 条 例 で 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条

例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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